
第２「み ず」 
（河 川 管 理 課） 

（河 川 整 備 課） 

（砂 防 課） 

（水資源対策課） 

 



 

第２ みず 
 
 「みず」は雨として大地に降り注ぎ、川となり、海に達します。そして水蒸気となり再び雨になるとい

う循環を繰り返しています。日本は四季に富み、「なたね梅雨」、「梅雨」、「秋雨」といわれる雨季があり

ます。そして、雨として降った「みず」は急峻な地形的条件、周囲を海に囲まれているという日本独自の

地理的条件により一気に海まで流れます。 
 「みず」は我々に農作物などの自然豊かな恵みを与えてくれます。日常においては飲料水、洗濯、入浴

等、「みず」は私たちの生活にかかせないものであり、海辺や川辺で遊べば心に安らぎを与えてくれます。 
 しかし一方で、雨季における大量の雨や、台風による集中豪雨により、昔から「みず」による災害が多

く発生してきました。また逆に、少雨による渇水も、私達の生活に大きな打撃を与えてきました。土木の

歴史は「みず」との闘いの歴史でもありました。 
 
○河川・ダム                       釣川（宗像市） 
 主管課：河川管理課、河川整備課 
 根拠法：河川法 
 事 業：利水（河川、ダム） 
     治水（河川、ダム） 
     河川環境の整備と保全（河川） 
 
 
 
 

                          

○水資源                           
 主管課：水資源対策課 
根拠法：河川法、水資源開発促進法 等 
事 業：水資源開発の促進 

 
 
 
 
      力丸ダム（八木山川 宮若市） 

 

（河川整備課のＨＰ） 

（水資源対策課のＨＰ） 

（河川管理課のＨＰ） 
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福岡県県土整備部では河川管理課、河川整備課、港湾課、砂防課、水資源対策課の５課でこの「みず」

から県民の生命と財産を守りつつ、併せて利用を図り、また自然との共生を目指して事業を行っています。

具体的には川の上流から、 
・ 土石流・地すべり・がけ崩れなどの土砂災害を防ぐ「砂防」。 
・ 洪水から県民の生命財産を守り、かつ水資源の安定確保と豊かな水環境の創生を目指した「ダム」の

管理。 
・ 自然と水環境の保全、豊かな地域との調和、安全な暮らしの確保を基本理念とした「（河）川」づくり。  
・ 安定した「水資源」確保のための計画策定や事業促進。 
・ 私たちの日常生活を支え、地域を活性化する物流拠点、また来港者に海と親しむ快適空間としての「港

湾」の整備。 
・ 高潮波浪等による災害からの防護、良好な環境、利用との調和のとれた「海岸」整備。 
に取り組んでいます。これらの事業についてのイメージを以下に示します。 
 
○砂防                          
 主管課：砂防課                     砂防堰堤（山中川 八女市黒木町）   
 根拠法：砂防法、地すべり等防止法、 
     急傾斜地の崩壊による災害の防止に 

関する法律 
土砂災害警戒区域等における土砂災 
害防止対策の推進に関する法律 

 事 業：土砂災害対策  
 
 
 
                              
 
 
 
 

○ 海岸、港湾 
主管課：港湾課 
根拠法：海岸法（環境影響評価法）、港湾法 
事 業：海岸保全、海岸環境整備、港湾施設整備 

 
                              古賀海岸（古賀市） 

 
 
 
  
 
 
 
 
１ 河川の現況                
１ 河川 

 

（砂防課のＨＰ） 

（港湾課のＨＰ） 
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１ 河川 
（１）概要 

日本の国土の７０％は山地及び急傾斜地ですが、福岡県は面積の４４％が山地部で、平坦部が残り

を占め比較的平地に恵まれています。この山地を源とする河川は、東は周防灘、西は有明海、北は玄

界灘及び響灘に注いでいます。本県の一級河川は筑後川をはじめ４水系、二級河川は御笠川、多々良

川、釣川、紫川、今川をはじめ、５２水系があり、合計３４２河川となっています。 
これら河川の整備・管理に当たっては、河川管理者である行政と地域住民等が、それぞれに応じた

役割を分担し、意見を出し合い、協働することが重要です。 
河川には、「河川法」により、その種類や管理者が下表のように定められています。 

 
 
 
 

◇ 河川の種類と河川管理者の一覧表◇ 

 
河川の種類 内   容 河川管理者

一 級 
 
 

河 川 

直轄 
管理 
区間 

 
国土保全上又は国民経済上特に重要な水系（政令で指定）で国土交

通大臣が指定した一級河川のうち、重要度の高い区間で、国土交通

大臣が直接的、全面的に管理する区間 
 

国土交通 
大  臣 

指定 
区間 

国土交通大臣が指定する区間（指定区間）で大臣の権限に属する事

務の一部は都道府県知事又は政令指定都市の長が行う区間 

国土交通大臣

(ただし、事務の

一部は知事又は

政令指定都市の

長が権限を行使

する。) 

二級河川 
一級河川に指定された水系以外で公共の利害に重要な関係のある水

系に係る河川で、都道府県知事が指定 知  事 

準用河川 一級河川及び二級河川以外の河川の中から市町村長が指定 
河川法を準用する河川 市町村長 

普通河川 河川法の対象とならない河川 市町村長 
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◇福岡県内河川延長◇ 

種 別 水系名 河川数 河川延長（km） 
管 理 区 分 

国（km） 県（km） 市町村（km）

一級河川 

山国川   ７    ５３．６  １５．８ ３７．８ ─ 
遠賀川 ７６   ４９７．３ １３３．８ ３６３．５ ─ 
筑後川  ８６   ５４９．４ １０７．０ ４４２．４ ─ 
矢部川  ２４   ２１８．３  ２３．２ １９５．１ ─ 
４水系 １９３ １，３１８．６ ２７９．８ １，０３８．８ ─ 

二級河川 

室見川 １２    ５０．３ ─ ５０．３ ─ 
那珂川   ４    ４２．３ ─ ４２．３ ─ 
御笠川  １１    ４８．６ ─ ４８．６ ─ 
多々良川  １４    ９２．０ ─ ９２．０ ─ 
釣川  １１    ５５．５ ─ ５５．５ ─ 
紫川   ６    ３９．０ ─ ３９．０ ─ 
今川   ６    ５５．７ ─ ５５．７ ─ 
その他４５  ８５   ４９２．６ ─ ４９２．６ ─ 
５２水系 １４９   ８７６．０ ─ ８７６．０ ─ 

一級・二級計 ５６水系 ３４２ ２，１９４．６ ２７９．８ １，９１４．８ ─ 

準用河川 

一級水系４ １７５   ２４１．２ ─ ─ ２４１．２

二級水系２９  ８４   １４７．２ ─ ─ １４７．２

単独水系３８  ４５    ７６．０ ─ ─ ７６．０

７１水系 ３０４ ４６４．４ ─ ─ ４６４．４

合  計 １２７水系 ６４６ ２，６５９．０ ２７９．８ １，９１４．８ ４６４．４

※H30.4.30時点   
 
 

祓川（みやこ町）                紫川（北九州市） 
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■福岡県内主要河川図 
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（２）河川整備の基本理念及び方針・具体的事業 
福岡県における河川整備の基本理念は以下の３つの柱からなります。 
更に、その基本理念を受け、基本方針として３つの軸を定め、それらを実行するための具体的事業

を行っています。 
 
 

＊すべての河川改修事業で環境に配慮した整備を実施します。

＊すべての河川改修事業で環境に配慮した整備を実施します。 
☆１０５頁以降において事業の概要説明を記載 

心のぬくもりと絆を実感を
体感できる社会であること

NPO・ボランティアが
活躍する川づくり

クリーンリバー推進対策事業＊☆
企業協働河川愛護事業 ☆

環境と調和し、快適に暮ら
せること

自然環境を守り、快適
な生活環境を形成す
る川づくり

総合河川環境整備事業 ＊☆
・かわまちづくり
・水辺の楽校プロジェクト

郷土の水辺整備事業 ☆
ふれあいの川づくり事業 ☆
河川環境美化推進事業

国庫補助事業

交付金事業

県単独事業

基本理念 基本方針 具体的事業

「福岡県総合計画2017」
のうち関連する３つの柱

災害や犯罪、事故がなく、
安全で安心して暮らせるこ
と

災害に強い川づくり

河川激甚災害対策特別緊急事業 ☆
床上浸水対策特別緊急事業 ☆
災害復旧関係事業 ☆
事業間連携河川事業
大規模特定河川事業

広域河川改修事業 ☆
浸水対策重点地域緊急事業 ☆
有明高潮対策事業
河川総合流域防災事業
都市基盤河川改修事業
情報基盤総合整備事業
河川調査費
堰堤改良事業

河川改修事業
河道整備事業
自然災害防止事業

河川調査費

しゅんせつ事業
浄化事業
防護柵事業
河川維持補修事業

基本理念 基本方針 具体的事業
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河河 川川 法法 のの 変変 遷遷  

治水 

明治２９年（１８９６年）

近代河川制度の誕生 

平成９年（１９９７年）

治水・利水・環境の総合

的な河川制度の整備 

治水 利水

環境

・河川環境の整備と保全 

・地域の意見を反映した河川

整備の計画制度の導入 

治水 利水 

昭和３９年（１９６４年）

治水・利水の体系的な制

度の整備 
・水系一貫管理制度の導入 
・利水関係規定の整備 

（３）河川法の変遷と改正河川法 

河川法は、我が国で 初の近代的な公物管理制度であり、河川管理についての体系的な制度として明

治２９年に制定されました。当時、河川法は、治水に重点が置かれたものとなっていました。 

旧河川法制定から約７０年を経て、昭和３９年に新河川法が制定されました。この新河川法は、従来

の、区間に限った河川管理制度を改め、河川を水系別に重要度に応じて区分する水系一貫河川管理制度

を採用し、一級河川は国、二級河川は都道府県知事、準用河川は市町村長が管理することとし、現行の

河川管理のあり方の基となりました。新河川法では、その目的として、従来の「治水」と併せて、上水

道・工業用水等の「利水」や河川の流水を質・量ともに確保することを目的とした「流水の正常な機能

の維持」の項目が揚げられました。 

その後、数回の小改正を経て、平成９年に大々的な河川法の改正が行われました。これは、従来の河

川法の目的である「治水」、「利水」機能に加え、「河川環境の整備と保全」を河川法の目的の１つと

して定められました。 

さらに平成２５年度には、近年頻発する水害や構造物の老朽化等を踏まえ、新たに「維持」が目的として加

えられた「水防法及び河川法の一部を改正する法律」が公布され、河川管理施設等の維持又は修繕の義務の

明確化及び技術的基準の策定並びに従属発電に係る流水の占用の登録に係る改正が行われました。 

 

 

 

 

 

この背景には、河川環境に対する人々の意識の高まりが挙げられます。更に、河川は貴重な水と緑の

空間として人々にうるおいを与え、様々な生物の多様な生息・生育環境を形成するものとしてその役割

が大きく見直されています。現在にいたる過程において、河川が地域文化を形成する重要要素であるこ

とが再認識され、地域の個性を生かした川づくりが求められています。 
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河
川
工
事

旧
制
度

内容 ⇒基本方針、基本高水、計画高水流量等
主な河川工事の内容

工
事
実
施
基
本
計
画

工事実施基本計画
の案の作成

工事実施基本計画
の決定

河川審議会
（一級水系）意見

河
川
工
事
、
河
川
の
維
持

内容 ⇒ 河川整備の目標
河川工事、河川の維持の内容

原 案

河川整備計画の
決定・公表

学識経験者
（流域協議会）

意見 公聴会の開催等に
よる住民意見の反映

地方公共団体の長

意見

意見

河川整備計画の
案の決定

新
制
度

内容 ⇒ 基本方針
基本高水、計画高水流量等

河
川
整
備
基
本
方
針

河川整備基本方針
の案の作成

河川整備基本方針
の決定・公表

社会資本整備
審議会
（一級水系）
都道府県河川
審議会
（二級水系）

意見

福岡県河川整備基本方針
検討委員会（学識経験者）

河
川
整
備
計
画

河
川
工
事

旧
制
度

内容 ⇒基本方針、基本高水、計画高水流量等
主な河川工事の内容

工
事
実
施
基
本
計
画

工事実施基本計画
の案の作成

工事実施基本計画
の決定

河川審議会
（一級水系）意見

旧
制
度

内容 ⇒基本方針、基本高水、計画高水流量等
主な河川工事の内容

工
事
実
施
基
本
計
画

工事実施基本計画
の案の作成

工事実施基本計画
の決定

河川審議会
（一級水系）意見

河
川
工
事
、
河
川
の
維
持

内容 ⇒ 河川整備の目標
河川工事、河川の維持の内容

原 案

河川整備計画の
決定・公表

学識経験者
（流域協議会）

意見 公聴会の開催等に
よる住民意見の反映

地方公共団体の長

意見

意見

河川整備計画の
案の決定

新
制
度

内容 ⇒ 基本方針
基本高水、計画高水流量等

河
川
整
備
基
本
方
針

河川整備基本方針
の案の作成

河川整備基本方針
の決定・公表

社会資本整備
審議会
（一級水系）
都道府県河川
審議会
（二級水系）

意見

福岡県河川整備基本方針
検討委員会（学識経験者）

河
川
整
備
計
画

S30年代 

河川環境管理の基本的考え方の確立 
河川環境の管理、整備、 

保全を河川法で目的化 

（
親
水
性
へ
の
ニ
ー
ズ
・
向
上
） 

（
オ
ー
ブ
ン
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
） 

高
度
経
済
成
長
時
代 

（
町
づ
く
り
と
の
一
体
化
） 

河
川
敷
地
占
有
許
可
準
則
の
改
正 

（
環
境
生
態
系
の
重
視
） 

「
多
自
然
型
川
づ
く
り
」

の
推
進 

（
治
水
＋
利
水
＋
環
境
） 

河 

川 

法 

改 
正 

自
然
再
生
推
進
法 

自
然
再
生
事
業
の
創
設 

Ｈ9 Ｈ14～ 

S40年代 S50年代 

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク 

  平成の時代 

河川法改正にいたる背景 

Ｈ2 

（
環
境
生
態
系
の
重
視
） 

「

多

自

然

川

づ

く

り

」

の
推
進 

Ｈ17～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この河川法改正に伴い、河川の整備計画制度の見直しもなされました。従来は「河川工事実施基本計

画」に基づき河川改修等の方針が定められていましたが、改正河川法では、治水・利水のみではなく河

川環境面にも配慮した長期的計画である「河川整備基本方針」を定めるともに、その方針の具体的な実

施項目を定めた中期的計画である「河川整備計画」の策定が義務付けられています。注目すべき点は、

計画策定において、学識経験者や流域住民、関係自治体の長の意見を取り入れることとなったことが挙

げられます。それまでは管理者だけで作成していた計画に、学識者や住民といった第３者の意見を加え

ることにより、地域と一体となった河川整備に関する計画が策定できるようになりました。 
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（４）今後の河川行政の方向性 

河川法の改正や住民、ＮＰＯ団体、大学との連携等、これからの河川行政は連携と協働がキーワード

となります。私たちはワークショップなどの場を利用して、色々な立場の人々の意見を聞きながら、事

業を展開する必要があります。県では平成１６年度から住民との連携推進を目的とした「ふくおか水も

り自慢！」をＮＰＯ団体と協働で開催しています。これは、福岡県内で「水」に関わる活動団体との交

流を深め、今後の河川に関わる活動及び事業展開に向けた「きっかけ」を生む場だと考えています。 

次に、連携や協働をする際に、私たちは、河川管理者として正しい知識を持ち、住民やＮＰＯ団体等

に対してしっかりとした説明をすることが不可欠です。自然の水の流れは常に変化しています。また、

河川法の目的の一つである、河川環境の保全に関しては多岐にわたる知識が必要であるとともに、これ

といった明確な答えがないのが実情です。そのような中で事業を展開していくには個々の職員の河川に

関する技術力の向上が不可欠であり、管理者として説明責任を果たす上でも重要だと考えています。そ

のため、平成１７年度から職員の技術力向上を目的とした「川づくり発表会」を実施しています。 

今後は、これら「連携と協働」と「技術力向上」を柱として取り組んでいきます。 

 

方向性のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）大規模氾濫減災協議会 

地球温暖化に伴う気候変動により水害が頻発化、

激甚化することが懸念されています。 

このため、「施設整備により洪水の発生を防止

するもの」から「施設では守りきれない大洪水は

必ず発生するもの」へと意識を変革し、社会全体

で洪水氾濫に備える「水防災意識社会」を再構築

するため、多様な関係者が連携して洪水氾濫によ

る被害を軽減するためのハード・ソフト対策を総

合的かつ一体的に推進するために「大規模氾濫減

災協議会」を設置しました。 

県では、国とともに県内７圏域に設置し、協議

会での取組みを通じて、県民の生命と財産を守る

ため、ハード・ソフト対策による減災の取組みを

進めています。 

 

 

 

 

住　民 ＮＰＯ

行　政 学識者

「連携と協働」
　合意形成
　ネットワーク
　　　　　　「技術力向上」

福岡県内の協議会圏域図
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２ 河川事業の目的 

（１）ハード対策（河川改修事業等） 

九州は、台風・梅雨前線の影響を強く受ける地域であり、また近年は局所的豪雨が多発する傾向にあ

ります。福岡県での大きな災害を発生させた豪雨は、戦後の昭和２８年に西日本一帯を襲った梅雨前線

豪雨、昭和３８年、昭和４７年・４８年、昭和５４年・５５年の豪雨、平成２年の梅雨前線豪雨、平成

３年の台風１７号､１９号、平成１１年６月及び平成１５年７月の梅雨前線豪雨、平成２１年７月の中

国・九州北部豪雨、平成２４年７月九州北部豪雨などがあります。 

近では平成２９年７月九州北部豪雨により、朝倉市を中心とした地域において、わずか９時間で７

７４mmという、短時間に記録的な豪雨となりました。 

これらの豪雨により、各地域で流下能力を超える水量が河川に集中し、河川からの氾濫が発生するな

ど、流域では甚大な浸水被害が発生しました。 

また、平成３０年７月豪雨では、県内の広い範囲で記録的豪雨となり、気象庁の県内２０観測地点の

うち、７地点で４８時間雨量の観測史上 大を記録しました。それに伴い、本川合流部における水門の

閉鎖が長時間に及んだため、支川においては内水による甚大な浸水被害が発生しました。 

このような災害から県民の生命･財産を守るため、河道改修と併せて調節池等の貯水施設の整備など

河川の総合的な治水事業を行い、災害全般の発生を防止することが重要です。 

 

死者 公共土木 農林水産業
行方不明者 施設被害 施設被害

人 人 戸 戸 戸 戸 ha ha 百万円 百万円 百万円 百万円

梅雨前線
台風18号

12 梅雨前線 － － － － 1 30 － 20 988 558 680 2,226

13 梅雨前線 － － 8 1 137 940 19 1,442 4,146 2,342 1,420 7,908

14 豪雨 － 5 － － 8 107 － 106 1,040 146 162 1,348

15 梅雨前線 1 39 26 56 3,569 3,836 79 1,092 11,248 5,893 15,514 32,655

17 地震 1 1,186 143 352 － － － － 19,518 313 11,666 31,497

18 台風13号 1 71 2 18 － 5 － 3 181 241 9,294 9,716

21 豪雨 10 18 13 11 1,319 4,157 93 1,763 5,318 4,105 933 10,356

22 豪雨 － 2 5 7 211 811 13 649 2,553 1,253 492 4,298

24 梅雨前線 5 17 75 435 1,133 5,089 447 3,429 23,487 6,415 19,506 49,408

27 台風15号 － 30 － 652 5 48 1 37 824 1,610 235 2,669

（注1）　資料：福岡県総務部防災危機管理局防災企画課発行「平成２８年災害年報」による。
（注2）　「公共土木施設被害」には、県土整備部所管施設以外も含む。

1,77911 6 18 13 131 32,500

災害主要原因年
人的被害 住家被害 耕地被害

冠水流出埋没床下浸水床上浸水

5,966 135 3,548 7,298 3,872 21,330

半壊全壊流出負傷者 被害総額その他被害

 

       
                                  

下弓削川（久留米市） 

平成30年7月豪雨による災害 
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（２）ソフト対策 

近年、局所的な豪雨による中小河川での激甚な浸水被害が頻発しています。公共事業に対する

予算が減少する一方で、このような浸水被害を 小限にくい止めるためには、従来の河川改修を

中心としたハード対策だけでなく、水防活動の支援や住民が避難するための情報を速やかに提供

するなどのソフト対策が重要であると考えています。 

福岡県では、「福岡県総合防災情報システム」による、リアルタイムの雨量、水位、ダム情報

及び河川監視カメラによる映像情報の提供をはじめ、住民に避難を呼びかける目安として避難判

断水位設定や、「想定される 大規模の降雨」による洪水浸水想定区域図の公表、市町村による

ハザードマップ作成の支援等を行っています。さらに、これまで水位計が設置されていない中小

河川においても、早急な水防活動や住民の適切な避難判断を支援することを目的として、危機管

理型水位計の設置を進めるなど、ソフト対策による減災の取組みを進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡県総合防災情報システムによる情報提供 （パソコン・スマートフォン・携帯電話） 

洪水ハザードマップの作成イメージ洪水ハザードマップの作成イメージ

ハザードマップの作成イメージ

福岡県総合防災情報システムトップページ ↓ 

http://doboku-bousai.pref.fukuoka.lg.jp/ 
gis/info/top/menu 
 
 携帯電話⽤ページ →

http://doboku-bousai.pref.fukuoka.lg.jp/fp/

河川の水位情報 

← スマートフォン⽤ページ 
http://doboku-bousai.pref.fukuoka.lg.jp/sp/ 

カメラ画像 

水位情報 

地図情報 

（パソコン⽤画⾯）

雨量情報 

（スマートフォン⽤画⾯） （携帯電話⽤画⾯）
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また、住民の皆さんが災害時に自助行動、すなわち「自分の命は、自分で守る」ための行動を

とれるように、風水害発生のメカニズムや前兆現象の解説、防災情報の取得方法について掲載し

た、自助行動啓発パンフレットを作成しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

近年の土地利用の変化（都市化）に伴い、洪水時の河川への流出量が増大しています。このた

め、河川改修や河川情報を提供するとともに、流域が持つ保水・遊水機能の確保、土地利用の誘

導等を下水道事業や都市計画などと連携して行います。さらに、流域自治体やＮＰＯ等との連携

により「防災・減災」の啓発活動も行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雨水流出抑制策のイメージ 

パンフレット表紙
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（３）河川の環境整備と維持保全 

河川の流水が本来有する役割は、既得用水等の安定取水、景観、漁業、地下水の維持、塩害の

防止、流水の清潔の保持、そして動植物の生息・生育地の保護等があり、これら河川の流水が持

つ各種の公利を維持するため、河川管理者は河川の流水を質・量ともに確保することを求められ

ています（＝正常流量の確保）。 

近年は、水辺の動植物などの豊かな自然環境を残し、潤いのある生活環境の舞台としての役割

と従来の河川が保持していた正常な水循環保持としての役割を河川に求められており、そのため

に、河川工事の際に環境に配慮するとともに、「多自然川づくり」、「水質の浄化」、「魚道の

設置」など、河川環境の整備や保全を目的とした河川改修方式も採用しています。 

また、人々の生活だけでなく動植物、水質環境などに支障が生じないよう、河川流量を安定さ

せる必要性のため上流にダム等の貯水施設を建設し、年間を通して河川流量を維持するために貯

留水を補給するという対策も行っています。 

 

（４）河川の管理（水利権、施設の管理） 

河川においては、上水道、発電、かんがい、工業用水等の河川の流水の利用や河川区域内の土

地の利用、土砂の採取等の排他独占的な利用のほか、漁業等との利用関係も存在しており、河川

管理者として護岸、堤防等の河川管理施設の維持管理はもとより、これら利用者間の調整を図り、

河川の持つ公共用物としての機能を適切に管理することも重要です。また、河川管理施設の中で

も、排水機場、水門、ダム等の洪水調節施設は、その効用が長期にわたり発揮できるように、十

分な管理が必要となります。 

◇河川管理の模式図◇ 
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３ 河川事業の概要 

（１）災害に強い川づくり 

ア 河川激甚災害対策特別緊急事業 
  洪水、高潮等により激甚な災害が発生した地域について、災害復旧助成事業又は災害関連事

業の対象とならない場合に、概ね5か年を目処に、河川の改良に関する事業を緊急に実施する

ことにより、再度災害の防止を図り、流域住民の生命財産を守ることを目的とした事業です。 

 
 

平成２４年７月１４日の梅雨前線豪雨により甚大な浸水被害が発生した矢部川水系沖端

川については河川激甚災害対策特別緊急事業の採択を受けました。 
河道掘削、築堤などの河川工事を行い、平成２９年の出水期前に被災時の洪水が流下可能

な河道を確保し、災害の軽減・防止を図りました。 

○沖端川 河川激甚災害対策特別緊急事業 
 事業区間 柳川市筑紫町～みやま市瀬高町 
 事業延長 ８，８００ｍ 
 総事業費 ８０億円 

沖端川 河川激甚災害対策特別緊急事業

大根川

松尾川

国道3号

国道209号

国道209号

国道442号

有明海沿岸道路

有明海沿岸道路

沖端川 整備区間

Ｌ＝８,８００ｍ

××

×
矢部川 整備区間（国）

Ｌ＝１４,４００ｍ

白木川

：浸水箇所

：堤防決壊箇所

：国管理区間

×
：浸水箇所

：堤防決壊箇所

：国管理区間

×

家屋の浸水状況

矢部川

沖端川

家屋の浸水状況

矢部川

沖端川

堤防の決壊状況

沖端川

堤防の決壊状況

沖端川

矢部川・沖端川浸水戸数等 H24.10.9時点

※浸水戸数には、内水による被害を含む。
※浸水戸数は国土交通省・福岡県による調査結果。

H24．7．14出水
浸水面積（ha）
浸水戸数（戸） 1,808

矢部川・沖端川

2,579

堤防の決壊状況 堤防の整備状況 

大 木 町 

L=8,800m 
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イ 床上浸水対策特別緊急事業 

床上浸水被害が頻発している地域に関する河川を対象として、概ね５か年程度を目処に河川 
改修を実施し、慢性的な床上浸水を解消する事業です。 

 

ウ 広域河川改修事業（交付金事業） 
河川を総合的に管理することにより、洪水・高潮等による災害の発生を防止し、適正な河川 

利用や流水の正常な機能の維持を図り、河川流域住民の生命・財産と県土を守ることを目的と 
する事業です。 

 

北九州市を流れる二級河川紫川では、平成２１年、２２年と大規模な出水が発生しました。

都市部にありながら豊かな自然環境を持った紫川においては、洪水対策の一環として写真にあ

るように固定堰の改築を、河床下の集水管で取水しポンプで汲み上げる集水埋渠方式で行うな

ど、治水安全度の向上を図るとともに自然環境にも配慮した河川改修を実施しています。 

紫 川 

茶屋原堰（固定堰）平成23年11月の状況 茶屋原堰（集水埋渠）平成27年9月の状況 

高尾川床上浸水対策特別緊急事業 

筑紫野市内を流れる高尾川流域では、

平成１５、２１、２２，２４、２６，３０年

に市街地に浸水被害が発生しました。 

このため、平成２７年度より地下河川

や橋梁改築などの整備を実施すること

で、同規模の洪水に対し、浸水被害の解

消及び軽減を図ります。 

(写真：水道橋周辺の浸水状況) 

高尾川床上浸水特別緊急事業（イメージ図） 
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エ 浸水対策重点地域緊急事業（交付金事業）  
中小河川の氾濫により浸水被害が発生し、地域社会に深刻な影響を及ぼした場合に、 

県の独自事業とあわせて対策を実施することにより、浸水被害の防止等を図る事業です。 

 

福岡県では平成30年7月豪雨において県内の広い範囲で記録的豪雨を観測しました。

筑後川水系山ノ井川では、筑後川本川水位の上昇に加え、 大48時間雨量383ｍｍの

降雨により越水・溢水し、床上浸水15戸、床下浸水142戸の広範囲に渡る浸水被害が発

生しました。このため、浸水対策重点地域緊急事業により、 堤防嵩上げ、橋梁架替等

を集中的に実施し、治水安全度の向上を図ります。 

 

筑後川水系山ノ井川 浸水対策重点地域緊急事業 

H30.7 浸水被害状況 

※県の独自事業として、筑後川実績水位を踏まえた堤防嵩上げ、 

ソフト対策として、危機管理型水位計、及び、簡易監視カメラの設置を行う。 
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オ 河川災害復旧等関連緊急事業 
被災をもたらした洪水を対象とした改良復旧事業等を行う際に、その下流部で流量増加対策

が必要となる区域について概ね５か年で緊急的かつ集中的に改修工事を実施する事業です。 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

    

 

筑後川水系 桂川・荷原川 河川災害復旧等関連緊急事業（復緊事業）

筑後川水系桂川流域では平成２９年７月九州北部豪雨による洪水で床上浸水３６１戸、床下浸水

４３５戸の浸水被害を受けました。再度災害防止を目的として実施する河川等災害復旧助成事業

（別掲）と併せて下流で事業を行い、平成２９年と同規模の豪雨が発生した場合でも氾濫を防止す

るための河川整備を概ね５か年を目途に実施します。 

位 置 図
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カ 災害復旧関係事業 

災害復旧関係事業として以下の事業を行っています。 
 

〇原形復旧（災害復旧事業） 

洪水などの異常な天然現象によって被災した河川管理施設を速やかに復旧することにより、公

共の福祉を確保することを目的とします。災害復旧事業は、「原形復旧」を原則とし、施設が従

前に有していた効用を復旧するというものです。 

 

Ｈ２９災 宝珠山川災害復旧工事 

             
被災時                           復旧後 

 

〇改良復旧 

① 河川等災害関連事業・河川等災害復旧助成事業・災害復旧事業（一定災） 
被災箇所の災害復旧(原形復旧)だけでは再度災害の防止が十分でない場合、被災箇所の復旧

に併せて未被災部分を含めた一連区間について、河川断面の拡大、法線の是正等の改良復旧を

行い、今後の災害の軽減・防止を図ることを目的とした事業です。 

 平成２９年７月九州北部豪雨に係る改良復旧事業 

   平成２９年７月九州北部豪雨により甚大な被害が発生した筑後川水系の下記河川について、 
国土交通省から災害復旧事業等の採択を受けました。河道掘削、河道拡幅、築堤などの河川工 
事を行い、概ね３～５か年を目途に、被災時の洪水が流下可能な河川断面を確保し、再度災害 
の軽減・防止を図ります。 

     
   事業箇所 朝倉市､東峰村 
   事 業 名 ・河川等災害関連事業  （佐田川、疣目川） 
         ・河川等災害復旧助成事業（桂川、荷原川、新立川、妙見川、大肥川、宝珠山川） 
        ・災害復旧事業（一定災）（赤谷川、大山川、乙石川※、白木谷川、北川） 
 

 
 
 

※赤谷川流域は、県の要請により国が工事を代行（権限代行）

約 22 億円

約 22 億円

約 210 億円

約 134 億円

約 76 億円

約 424 億円

約 336 億円

約 37 億円

約 51 億円

約 656 億円

赤谷川流域
（権限代行）

白木谷川

北川

合 計

佐田川流域

河川等災害復旧助成事業

桂川流域

大肥川流域

災害復旧事業（一定災）

河川等災害関連事業
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桂川・大肥川・白木谷川・赤谷川の被災状況 

 
② 河川等災害関連特別対策事業（災特） 

災特事業は、関連および助成事業の効果に支障となる障害物を除去又は是正する事業です。

障害物とは、寄州、中州、狭窄部、屈曲部などの自然の障害物や、橋梁、堰などの河川の区域

内に設置された工作物です。 

Ｈ１３災 多々良川災害復旧工事 橋梁の是正 

 

 

 

 

 

 

 

 

         是正前                 是正後 

 
③ 特定小川災害関連環境再生事業（小川関連） 

小規模な河川の災害復旧にあたり、被災箇所又はこれに接続する未被災箇所を含めて、緩勾

配護岸など、環境に配慮した工法により復旧し、良好な河川環境の連続性と人と川との豊かな

ふれあいの確保を図ることが目的です。 

曽根田川災害復旧工事（小川関連） 平成１５年度災害復旧事業 優秀賞受賞 

        被災直後                  復旧後 

  

 

   

 桂川（浸⽔・堤防決壊・護岸崩壊） ⽩⽊⾕川（河道埋塞） ⾚⾕川（河道埋塞）

⼤肥川（橋梁閉塞）
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キ 災害時対応強化事業 
災害発生時の初動対応が円滑に行われるように、「福岡県災害情報収集システム」を構

築し運用しています。 
また、市町村職員や自主防災組織のリーダーの皆さんが、住民の方々に向けて、風水害

発生時に自発的な自助行動を起こすために必要なことを伝えるため、「自助行動啓発マニ

ュアル」を作成しています。 
 

 
災害情報収集システム 

 
GPS 機能付き携帯電話やスマートフォン等で撮影した写真等を、メール送信することで自動的に地

図上に表示できるシステム 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

画面イメージ 

画面イメージ 
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ク 情報基盤総合整備事業（交付金事業） 
河川災害・土砂災害から人命を守るために水防・避難活動を迅速に行うことを目的と 

して、河川管理課・砂防課にて「福岡県総合防災情報システム」の整備を行っています。

収集した河川水位や雨量情報及び、河川監視カメラによる画像情報を市町村等の関係機関

のほか、一般にもインターネットや携帯電話にて提供しています。 
（インターネット）http://doboku-bousai.pref.fukuoka.lg.jp/gis/info/top/menu 

福岡県庁ホームページの「防災・安全」の関係リンクからアクセス 
できます。 

 

（スマートフォン）http://doboku-bousai.pref.fukuoka.lg.jp/sp/ 
（携 帯 電 話）http://doboku-bousai.pref.fukuoka.lg.jp/fp/ 
 

福岡県総合防災情報システムネットワーク図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ） （携帯電話）

電
話
応
答

情
報
提
供 

Ｆ
Ａ
Ｘ 

防
災
情
報
提
供

防
災
情
報
提
供 

防
災
情
報
提
供

情
報
一
元
集
約 

情
報
交
換 

情
報
交
換 

情報交換
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（２）自然環境を守り、快適な生活環境を形成する川づくり 

ア 郷土の水辺整備事業 

この事業は、生態系の保全、心地よい景観形成、親水空間の確保を行うとともに、人と自然

が出会う人里の水辺環境の整備を行うものです。 

 

 ○ 今 川 

 

 

 

イ ふれあいの川づくり事業 

    この事業は、生態系に配慮した川づくりの一環として、回遊魚等が移動しやすいように、遡

上が困難な横断工作物に魚道の整備を行うものです。 

また、魚道の整備を効果的・機能的に行うため、優先的に整備する河川を選定し、簡易な整

備手法を用いています。 

 

 ○ 室 見 川 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今川は、田川郡添田町の南東部の英彦山付近を源流とし、

油木ダムを抜けて、赤村の中心部で流れを北東に変え、周防

灘に注ぐ二級河川です。この箇所は、赤村特産物センターの

前に位置し、多くの観光客や地域住民の利用があることか

ら、人々が川と親しめる河川整備を行っています。 

室見川では、河口から内野堰

下流までの約１１．８kmを整備

区間として、回遊魚であるアユ

等が遡上しやすい魚道の整備を

行っています。写真のように、

既存の魚道で機能していないも

のに対して、水制等による改善

を行う事例もあります。
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（３）令和元年度事業（当初）と事業対象箇所 
 

H30当初（Ａ） R1当初（Ｂ）

補助事業（河川管理課・河川整備課） 5,974,854 14,642,167 2.45

　　床上浸水対策特別緊急事業費
　　（床上浸水対策特別緊急事業）

高尾川 3,614,100 1,995,000 0.55

　　河川災害復旧等関連緊急事業費
　　（河川災害復旧等関連緊急事業）

桂川・荷原川 1,050,000 9,030,000 8.60

　　河川災害関連事業費
　　（災害復旧助成事業、災害関連事業）

桂川、大肥川（外7河川） 1,310,754 1,878,367 1.43

　　大規模特定河川事業
　　（補助）

那珂川（外6河川） 0 1,528,800 -

　　事業間連携河川事業
　　（補助）

塩塚川、沖端川 0 210,000 -

交付金事業（河川管理課・河川整備課） 7,090,785 8,997,536 1.27

　　広域河川改修費
　　（社会資本）

紫川　他（計２４河川） 3,595,300 4,359,768 1.21

　　堰堤改良費 日向神ダム　他(計5ダム) 1,193,290 585,818 0.49

　　河川総合流域防災事業費
不動川　他（計３７河川）
その他情報基盤を含む

2,302,195 3,033,450 1.32

　　浸水対策重点地域緊急事業費 0 1,018,500 -

市町村事業補助金（河川整備課） 959,000 896,000 0.93

　　都市基盤河川改修費補助金 周船寺川　他（計１２河川） 959,000 896,000 0.93

県単独事業（河川管理課・河川整備課） 4,299,009 4,239,362 0.99

　　河川改修事業 3,992,468 3,936,553 0.99

　　河川調査費 306,541 302,809 0.99

（単位：千円）

事　業　種　別 河　川　名
事　業　費

Ｂ／Ａ
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４ 河川の管理 

（１）河川管理の目的 

河川について、洪水、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正

常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することに

より、国土の保全と開発に寄与し、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進するこ

とを目的とする。（河川法第１条） 

洪水、高潮等による災害発生

の防止 

ダム、堤防等の河川管理施設の新改築、河床掘削、放水路開削、河

川に影響を及ぼす行為の規制 etc. 

河川の適正利用 
河川流水の占用の許可、河川敷の占用の許可、河川の清潔の維持、

河川環境の保全、台帳の調製 etc. 
流水の正常な機能の維持 一定水位の保持、河川の自然浄化作用の維持 etc. 
河川環境の整備と保全のため

の総合的に管理 
除草、河川愛護活動支援、自然型・親水型工法の採用 etc. 

 

（２）河川管理の内容 

                 ○河川工事 

          事実管理   ○河川（河川管理施設を含む）の維持 

                  

  河川管理           ○河川区域、河川保全区域、河川予定地、河川立体区域の指定 

                 ○河川台帳の調製保管 

          行政管理   ○河川の使用許可 

                 ○河川に影響を及ぼす行為の規制 

                 ○河川保全区域、河川予定地における行為規制 

                 ○河川愛護意識の啓発等 

 
 
（３）河川区域 

 
堤 堤
内 内
地 地

（１号区域）
高水敷 高水敷

（３号区域） （３号区域）

堤　　　外　　　地

低水路 堤  防  敷
（２号区域）

堤  防  敷
（２号区域）

 
 
 

１号区域：河状を呈している土地の区域 

２号区域：堤防等の河川管理施設の敷地である土地の区域 

３号区域：堤外の土地のうち、１号地と一体として管理を行う必要のあるものとして河川管理者 

が指定した区域 
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５ 水防活動 

水防は、洪水、津波あるいは高潮等の異常気象に対処して、その被害を 小限に食い止めるこ

とを目的とし、県土の保全、県民の安全な生活を守るため、河川改修と両輪をなすものです。県

では、的確で迅速な水防活動を行うための計画を定め、市町村及び国土交通省、気象台、自衛隊、

各種報道機関等と密接な連携がとれるよう、知事を中心とした水防組織を確立し、異常気象に備

えています。 

水防活動は、昼夜を問わず、一刻を争いますので、県では情報網の整備の充実に努めておりま

す。現在、防災・行政情報通信ネットワークで市町村に対して気象情報を、また平成１５年６月

から福岡県総合防災情報システムにより、県のホームページと携帯電話で一般向けに水位・雨量

の情報提供を行っております。 

迅速かつ的確な情報の収集は、水防活動の第一歩であり、各システムを効果的に駆使し、水防

体制の強化に努めています。 

 

水防本部設置時の組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

河 川 班  

道 路 班  

港 湾 班  

砂 防 班  

公園街路班 

下 水 道 班 

水

防

本

部

長 
 
 
 

（ 

知 
 

 

事 

）

副 

本 

部 
長 

 
 
 

（ 

副  
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事 

）

水
 

防  

長 
 
 
 

（ 

県
土
整
備
部
長

 

）

副 

水 

防 

長 
 
 
 

（ 

県
土
整
備
部
次
長 

）

水 
 
 
 
 

防 
 
 
 
 

本 
 
 
 
 

部

水

防

地

方

本

部
（
県
土
整
備
事
務
所
・
支
所
）

水 

防 

管 

理 

団 

体 

（ 

市 

町 

村 

）

県土整備総務班 
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６ 河川愛護意識の普及（クリーンリバー推進事業） 

豊かで潤いのある河川環境の整備･保全は、地域住民の深い理解があってはじめて達せられる

ものです。福岡県では、昭和46年度から、７月を「河川愛護月間」として、河川の美化愛護意識

を広く県民に浸透させるとともに、河川の清掃、除草を行っているボランティア団体、企業等へ

の支援を行っています。 

 

   

河川愛護事業イメージキャラクター よみガエルくん 

 

（１）河川愛護活動への支援 

ア クリーンリバー推進対策事業 

県内各地において、県民のボランティア活動として河川清掃や除草等の河川愛護活動が盛ん

に行われています。県では、河川愛護団体の登録制度を設け、河川愛護活動中における事故救

済のための保険への加入や報償金・ごみ袋・手袋の支給、自走式草刈機の貸出し等の支援を行

っています。 

  

イ 企業協働河川愛護事業 

平成２０年度から企業協働河川愛護事業として、自ら河川愛護活動を実施する企業や河川愛

護団体の活動が円滑に実施できるよう、河川の整備（伐木・抜根・整地など）に協力する企業

を募集しています。 

    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 河川愛護活動の様子 
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（２）河川愛護月間事業 

ア 河川愛護絵画コンクール 

河川愛護意識の高揚を図るため、小学校児童による絵画コンクールを実施し、優秀作品を表

彰します。 

 

＜平成３０年度河川愛護絵画コンクール 特選作品＞ 

   

 

 

 

 

 

 

みやま市立南小学校      柳川市立両開小学校      福津市立福間小学校 

     2年 平河 快斗さん      4年 江﨑 天亮さん      6年 片野坂 遙さん 

 

イ 街頭広報キャンペーン 

県内の、福岡・北九州・久留米・飯塚の４つの地域において、街頭でチラシ等を配ったり、地

域のイベントに参加して河川愛護意識の啓発活動を行います。 

 

   

 

 ウ 河川功労者の表彰 

   河川の機能保全、河川愛護等に特に力を尽くし、その功績が顕著な個人並びに団体を表彰します。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 エ 河川愛護企業の表彰 

   河川愛護活動が特に顕著であり、他の模範となる優良企業について表彰します。 
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団体

団体

団体

団体

団体

団体

国

団体

団体

市

町

村

県
団体

：活動範囲

団体

団体

団体

団体

団体

団体

国

団体

団体

市

町

村

県

団体

：活動範囲

団体

団体

団体

団体
団体

団体

団体

町

市

町

団体

国

県

市

学識経験者

学識経験者

学識経験者

学識経験者

企業

企業

企業

効果イメージ

・各々で活動は行っているが、連携が小さく活動も
地域により温度差がある。
・情報が共有されてないため、流域内の違う団体同
士が一緒に活動できない。

・各流域内外での連携が強まり、小さな団体も
含めて活動も活発になる
・情報を収集し共有することにより、流域が一
体となった活動を目指せる。

県

県

県

県

現　状 事業後

おのおので、
頑張ってはい
るけど・・・

みんなと一緒
だと元気が出
るね！

 

（３）川のネットワーク推進事業 
県では、川のネットワーク推進事業の一環として、「水」に関わる活動を行っている活動団体

や企業、学校、行政間の「交流」と「連携」をテーマとした「ふくおか水もり自慢！」を年１回、

福岡・北九州・筑豊・筑後の４ブロック持ち回りで実施しています。行政も日頃の事業に関する

紹介をするとともに、住民の考えや取り組みを知る良い機会となっており、多くの関係職員の参

加が期待されています。 

また、毎年１０月を「ふくおか川の大掃除」推進月間、１０月第４日曜日を統一活動日とし、

河川愛護団体・県土整備事務所（支所）を中心に河川の一斉清掃を実施しており、地域住民・市

民団体・行政などが一体となって、良好な河川環境の保全、再生に取り組んでいます。 

 

 

川のネットワーク推進事業 

 

 

 

 

 

 

 

ふくおか水もり自慢           ふくおか川の大掃除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住　民

ＮＰＯ行　政

住　民

ＮＰＯ

行　政

学識者

119



第15回 ふくおか水もり自慢！in紫川 
○平成３０年１１月４日（日）、北九州市水環境館及び北九州市立生涯学習総合センターで開催 

   

第14回 ふくおか川の大掃除 
○平成３０年１０月２８（日）豊前市を流れる二級河川角田川水系角田川（豊前市馬場地区）を重点実施河川として大掃除を実施 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（過去の開催実績） 

 

開催年度 ふくおか水もり自慢！（開催地区） ふくおか川の大掃除（重点実施河川） 

平成１６年度 第１回 福岡ブロック 福岡市   
平成１７年度 第２回 北九州ブロック 北九州市 第１回 選定なし  
平成１８年度 第３回 筑後ブロック 柳川市 第２回 雷山川 糸島市 
平成１９年度 第４回 筑豊ブロック 飯塚市 第３回 多々良川 福岡市・篠栗町

平成２０年度 第５回 福岡ブロック 福岡市 第４回 堂面川 大牟田市 
平成２１年度 第６回 北九州ブロック 北九州市 第５回 星野川 八女市 
平成２２年度 第７回 筑後ブロック 久留米市 第６回 中元寺川 川崎町 
平成２３年度 第８回 筑豊ブロック 飯塚市 第７回 有木川・上有木川 宮若市 
平成２４年度 第９回 京築ブロック 苅田町 第８回 穂波川・内住川 飯塚市 
平成２５年度 第10回 筑後ブロック 朝倉市 第９回 黒川 朝倉市 
平成２６年度 第11回 北九州ブロック 北九州市 第10回 宇美川 宇美町 
平成２７年度 第12回 筑豊ブロック 直方市 第11回 建花寺川 飯塚市 
平成２８年度 第13回  福岡ブロック 古賀市 第12回 撥川 北九州市 
平成２９年度 第14回 筑後ブロック   八女市 第13回 二ッ川 柳川市 

平成３０年度 第15回 北九州ブロック 北九州市 第14回 角田川 豊前市 
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７ ダムの概要 

（１）県営ダムの概要 

昭和２８年の水害を契機として矢部川の上流に日向神ダムを建設したのを皮切りに、現

在１５の県営ダムを完成させ、管理しています。 

また、五ケ山ダムと伊良原ダムの二つのダムでは試験湛水を実施しています。 

 

 

管理ダム 

試験湛水ダム

一級河川 

二級河川 
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洪
水

環
境

水
道

工
業

発
電

渇
水

１級 矢部川 矢部川 日向神 八女市 Ｇ 有 Ｆ Ｎ Ｐ 27,900 111.5 79.5 146.0 234.6

２級 那珂川 那珂川 南畑 那珂川市 Ｇ 有 Ｆ Ｎ Ｗ Ｐ 6,000 27.0 63.5 220.4 185.0

１級 遠賀川 八木山川 力丸 宮若市 Ｇ 有 Ｆ Ｗ Ｉ 13,200 79.0 49.5 160.5 96.0

２級 今川 今川 油木
田川郡
添田町

Ｇ 有 Ｆ Ｎ Ｗ Ｉ 18,200 93.0 54.6 218.0 175.0

２級 紫川 紫川 ます渕 北九州市 Ｇ 有 Ｆ Ｎ Ｗ 13,600 74.0 60.0 205.5 138.0

１級 遠賀川 中元寺川 陣屋
田川郡
添田町

Ｇ 有 Ｆ Ｎ Ｗ Ｉ 2,650 14.0 48.5 205.0 130.0

２級 瑞梅寺川 瑞梅寺川 瑞梅寺 糸島市 Ｇ 有 Ｆ Ｎ Ｗ Ｐ 2,420 11.8 64.0 337.5 242.6

１級 筑後川 山口川 山神 筑紫野市 ＧＲ 有 Ｆ Ｎ Ｗ 2,980 17.5 59.0 307.5
  G 186.7

  R  11.0

２級 御笠川 牛頸川 牛頸 大野城市 Ｒ 無 Ｆ Ｎ 2,280 23.0 52.7 383.0 1,065.0

１級 遠賀川 犬鳴川 犬鳴 宮若市 Ｇ 無 Ｆ Ｎ Ｗ Ｉ 5,000 23.1 76.5 230.0 230.0

２級 御笠川 山の神川 北谷 太宰府市 Ｇ 無 Ｆ Ｎ Ｗ 251 2.0 39.0 145.0 64.0

２級 多々良川 猪野川 猪野
糟屋郡
久山町

Ｇ 無 Ｆ Ｎ Ｗ 5,110 23.0 79.9 260.0 301.0

２級 多々良川 鳴渕川 鳴淵
糟屋郡
篠栗町

Ｇ 無 Ｆ Ｎ Ｗ 4,400 19.3 67.4 308.0 402.0

１級 遠賀川 福地川 福智山 直方市 Ｇ 無 Ｆ Ｎ Ｗ 2,710 12.5 64.5 255.0 201.0

１級 筑後川 巨瀬川 藤波 うきは市 Ｒ 無 Ｆ Ｎ Ｐ 2,950 21.0 52.0 295.0 1,056.0

２級 那珂川 那珂川 五ケ山 那珂川市 Ｇ 無 Ｆ Ｎ Ｗ Ｕ 40,200 130.0 102.5 556.0 935.0

２級 祓川 祓川 伊良原
京都郡

みやこ町
Ｇ 無 Ｆ Ｎ Ｗ 28,700 122.0 81.3 339.0 420.0

　　　　※１　ダムの型式 略字の意味 ※２　ダムの目的 略字の意味

Ｇ　 重力式コンクリートダム Ｆ 洪水調節

Ｒ　 ロックフィルダム Ｎ 既得用水の安定化、河川環境の保全

ＧＲ ＧとＲの複合ダム Ｗ 水道用水

Ｉ 工業用水

Ｐ 発電用水

Ｕ 渇水対策用水

総貯水
容量

(千ｍ３)

河
川

種
別

水系名

試
験
湛
水

所在地

※１

ダム

型式

管
　
　
　
　
　
　
　
理

　県営ダム諸元一覧

堤体積

(千ｍ３)

ダム名
堤頂長

(ｍ)

河川名
湛水
面積

(ｈａ)

堤高

(ｍ)

　　ダムの目的　※２

洪水
調節

ゲート

段
　
階
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（２）試験湛水中ダムの紹介 

ア 五ケ山ダム（那珂川開発事業） 

五ケ山ダムは、二級河川那珂川の上流約 27.5km 地点の那珂川市大字五ケ山地先に計画

された総貯水容量 4,020 万ｍ３の重力式コンクリートダムです。 

昭和 63 年度に建設事業に着手し、ダム本体、付替道路等の調査・設計を行い、平成 14

年度に損失補償基準を妥結しました。その後、付替道路工事、ダム本体工事を行い、平成

28 年 1 月には堤体コンクリート打設を完了、平成 28 年 10 月より試験湛水を実施していま

す。 

事業の目的は、以下のとおりです。 

○ 洪水調節 

ダム地点における基本高水流量 440ｍ３/s のうち 370ｍ３/s を洪水調節し、下流に

ある南畑ダムの洪水調節と合わせて治水基準点（南大橋）での基本高水流量 1,350

ｍ３/s を 900ｍ３/s に軽減します。 

○ 既得用水の安定化・河川環境の保全 

ダム下流の那珂川沿いの既得用水へ補給を行い安定化させ、また、河川環境の保全

を図ります。 

○ 新規水道用水の開発 

福岡都市圏の水道用水として、新たに 10,000ｍ３/日の取水を可能にします。 

○ 渇水対策 

異常渇水時において、福岡都市圏に対する補給を可能にするため 1,660 万ｍ３の緊

急水の補給を行い、渇水被害の低減を図ります。 
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イ 伊良原ダム（祓川開発事業） 

伊良原ダムは、二級河川祓川の上流約 18.5km 地点の京都郡みやこ町大字犀川下伊良原

地先に計画された総貯水容量 2,870 万ｍ３の重力式コンクリートダムです。 

平成２年度に建設事業に着手し、ダム本体、付替道路等の調査・設計を行い、平成 16 年

度に損失補償基準を妥結しました。その後、付替道路工事、ダム本体工事を行い、平成 29

年 5 月に堤体コンクリート打設を完了、平成 29 年 10 月より試験湛水を実施しています。 

事業の目的は、以下のとおりです。 

○ 洪水調節 

ダム地点における基本高水流量 510ｍ３/s のうち 390ｍ３/s を洪水調節し、治水基

準点（木井）での基本高水流量 590ｍ３/s を 210ｍ３/s に軽減します。 

○ 既得用水の安定化・河川環境の保全 

ダム下流の祓川沿いの既得用水へ補給を行い安定化させ、また、河川環境の保全を

図ります。 

○ 新規水道用水の開発 

田川地区（１市３町）及び京築地区（２市５町）の水道用水として、新たに 37,000 

ｍ３/日の取水を可能にします。 
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（３）ダムのはたらき 

ア 洪水調節 

洪水時に上流の河川流量をダムで貯留して調節し、下流の河川流量を減らして水位を下

げ、洪水による氾濫被害を軽減します。ダムの建設は、下流河川の改修と共に洪水防御を

行う極めて有効な治水対策の一つです。 

 

洪水調節のイメージ 

 
 

 

洪水調節の事例 

 

平成 21 年 7 月に実際の降雨により起こった洪水時の南畑ダムの洪水調節状況と下流

河川におけるシミュレーションの水位低減効果を次図は示しています。 

真ん中のグラフを見ると南畑ダムの貯留により流入量（青線）に対して下流への放

流量（赤線）を抑えていました。 

それを反映させてシミュレーションした結果、一番下の断面にあるように下流地点

においてダムの効果として水位を３ｍほど下げることができ（図中の黄線→青線）、洪

水被害を軽減したと考えられます。 

  

流出 40

流入  100 

貯留 60 

非常用洪水吐

常用洪水吐

常時満水位 

貯留 60 

流入   150

流出   150

常時満水位 

常用洪水吐

非常用洪水吐
サーチャージ水位

（治水容量） 

想定している以上の雨が降った場合、治水

容量内の水が満杯となるのでダムに流入して

くる洪水 150 をそのまま全量、非常用洪水吐

も使って下流へ放流します。 

この場合でも流入する洪水以上の流量を

下流へ流すことはないので、ダムからの放流

によって下流の洪水被害が大きくなることは

ありません。 

想定している雨が降った場合、ダムに流入し

てくる洪水 100 を、口を絞った常用洪水吐か

ら 40 放流することによって下流への流出を抑

制し、それ以外の流入 60をすべてダムの治水

容量内に貯めることによって洪水を調節しま

す。 

これにより下流河川の水位を下げ、溢流によ

る氾濫や堤防の決壊などの被害を軽減しま

す。 
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那珂川市 
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イ 流水の正常な機能の維持（既得用水の安定化・河川環境の保全） 

近年、河川の環境は、少雨傾向による流況の悪化や都市化による水質の悪化にさらされ

ており、本来河川の持っている機能が維持できなくなってきています。 

既得用水の安定取水、景観、漁業、地下水の維持、塩害の防止、流水の清潔の保持など

の河川が本来持っている機能を正常に維持するために必要な流量を確保することは大切

なことです。必要な流量が不足する場合に、貯めた水を補給して河川流況を安定化させる

ことができるダムの建設は、流水の正常な機能を維持させる有効な手段です。 

 

ウ 新規都市用水の開発 

ダムをつくり、水を貯留することによって、渇水時にそれを補給することが可能となり、

河川の持つ機能を増進させることができます。年間を通して安定的に利用できる流量を新

たに確保し、水道や工業用水などの都市用水が賄えるようになれば社会の発展に寄与する

ことができます。 

また、ダムの水位を利用してクリーンエネルギーである水力発電を行うこともできます。 

 

自然流況下にある河川の流量では、流水の正常な機能を維持するために必要な流量に

満たない①のような時期があり、また、新規開発するにあたって取水に必要な流量に満

たない②のような時期も出てきます。 

洪水や河川流量が豊水の流況にある③のような時期に、これをダムに貯めておいて必

要な時期に補給すれば、①の穴を埋めて既得用水取水の安定化や河川環境の保全を図る

ことができ、②の穴を埋めて安定的な都市用水の新規取水ができるようになります。 

① ①

② ② ②

③

③

③

流 

量 

河川流量（自然流況） 

新規都市用水の取水に必要な流量 

流水の正常な機能を維持するための流量 

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11月 12 月 
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８ 砂防管理及び関係事業 

 

○砂防三法指定事務 
土砂災害の形態には、土石流、地すべり、がけ崩れがあり、それぞれの災害形態に合わせ砂防法、 

地すべり法、急傾斜地法を適用し事業を行うことにより被害の予防、軽減に努めています。事業に当 
たっては、法律で指定した区域で行わなければならず、指定した区域内では土砂災害防止のため、法 
により行為の制限が行われます。 

 
平成３０年度末時点の指定数 

砂防指定地          １，５２４箇所 
地すべり防止区域          ６４箇所 
急傾斜地崩壊危険区域       ５１２箇所 

 
○土砂災害対策の基本理念及び方針・具体的事業 

福岡県では、災害に強い、安全で安心して暮らせるまちづくりを目指し、ハード・ソフト両面による 

総合的な土砂災害対策を推進しています。 

災害や犯罪、事故がなく、

安全で安心して暮らせる

こと 

自然災害対策の推進 

基本理念 基本方針 具体的事業 

（１）ハード対策事業 

（２）ソフト対策事業 

災害関連緊急砂防事業 ☆ 

災害関連緊急地すべり対策事業☆ 

災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業☆ 

砂防激甚災害対策特別緊急事業☆ 

災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 ☆ 

土砂災害危険度情報配信ｼｽﾃﾑ整備事業 ☆ 

基礎調査 

・土砂災害防止法に基づく区域設定の調査 

情報基盤緊急整備事業 

・土砂災害警戒情報 ☆ 

・土砂災害危険度情報 ☆ 

☆次項以降において事業の概要説明を記載しています。 

砂防事業費 

砂防調査費 

国庫補助事業 

県単独事業 

交付金事業 

通常砂防事業 ☆ 

地すべり対策事業 ☆ 

急傾斜地崩壊対策事業 ☆ 

土砂災害監視通報ｼｽﾃﾑ整備事業 ☆ 

事業間連携砂防等事業 
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（１） ハード対策事業 

【災害対策事業】  

  発生した土砂災害に対し、再度災害の防止を図り、もって国土の保全と民生の安定に資することを目

的として災害関連緊急（砂防・地すべり・急傾斜）事業及び災害関連地域防災がけ崩れ対策事業（市町

村事業）を行います。 

  また、土砂災害が発生した一連の地区において一定計画を策定し、砂防激甚災害対策特別緊急事業を 

 行います。 

 

 ア 災害関連緊急砂防事業 

   当該発生年の風水害・震災等により、上流域に崩壊が発生、拡大した土砂が渓流に堆積している状

態で、放置すれば次期出水により、下流の地域に著しい土砂災害を及ぼすおそれがある箇所において 

  砂防設備を設置します。 

平成２９年７月九州北部豪雨 

 

 

【千代丸川】 

 朝倉郡東峰村大字宝珠山地内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年７月九州北部豪雨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【正信川】 

 朝倉市杷木星丸地内 
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 イ 災害関連緊急地すべり対策事業 

当該発生年の風水害・震災等により、地すべり現象が生じたり、活発となることにより、危険度が 

増し、経済上、民生安定上放置できない区域に緊急的に地すべり防止工事を実施します。 

平成２９年７月九州北部豪雨 

 

 

【平榎地区①】 

 

 朝倉市杷木志波地内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ウ 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業 

当該発生年の風水害・震災等により、急傾斜地に新たな崩壊が生じ、放置すれば次期降雨等により 

  崩壊が拡大するおそれがある区域で緊急的に急傾斜地崩壊防止工事を実施します。 

 平成３０年７月豪雨 

 

 

【奥田地区】 

 

 北九州市門司区奥田地内 
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 エ 砂防激甚災害対策特別緊急事業 

土石流等により激甚な災害が発生した一連地区において、再度災害を防止するため、一定計画に基づ

く対策工事を一定期間内に実施します。 

平成２９年７月九州北部豪雨 

 

【八坂谷２】 

 朝倉市宮野地内 

 

 砂防堰堤及び渓流保全工を設置することにより 

地域の安全を確保します。 

 

 

※現地測量等の結果によっては、施設の位置等が変更 

になる場合があります。 

 

 

平成２９年７月九州北部豪雨 

 

【北川右支川】 

 朝倉市杷木志波地内 

 

 災害関連緊急砂防事業にて整備する砂防堰堤と併 

せて渓流保全工を設置することにより地域の安全を 

確保します。 

 

※現地測量等の結果によっては、施設の位置等が変更 

になる場合があります。 

 

 オ 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業（市町村事業） 

 風水害・震災等により発生した小規模ながけ崩れ地の復旧に対し市町村に支援を行います。 

平成３０年７月豪雨 

 

【瀬板２丁目地区】                 【吉野地区】 

北九州市八幡西区瀬板２丁目地内              筑紫野市山家地内 

 

 

 

131



【通常事業】 

ア 砂防 

水源山地の荒廃により、出水時多量の土砂を下流に流送している渓流、または、荒廃の兆候があ

り、今後の豪雨によって荒廃が進行し、土石流の発生するおそれのある渓流に対して、砂防堰堤の

設置や渓流保全工の整備を行います。 

 

 

土石流：谷や斜面にたまった土砂・砂などが梅雨や 

台風などの集中豪雨による水と一緒になっ 

て一気に流れてくる現象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土石流の被害状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土石流の被害状況 
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砂防
さぼう

堰堤
えんてい

 

 

（栗林川 八女市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

渓 流
けいりゅう

保全工
ほぜんこう

 

 

（上の山谷川 朝倉市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土砂や流木を補足した砂防堰堤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

砂防堰堤 

保全人家 

保全人家 
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イ 地すべり対策 

地すべりにより人家、公共施設等に被害を及ぼすおそれがある地区、または、治水上の影響が大

きい地区において、地すべりを抑制・抑止する施設の整備を行います。 

 

 

地すべり：比較的緩やかな斜面において、地中の粘土 

層などをすべり面として土塊がゆっくり 

動き出す現象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地すべり対策工法 
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八女市 十 籠
じゅうごもり

地区における地すべり対策事業 

 

         着手前 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

          

 

 

対策後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代表的な対策工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンカー工集水井工 
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ウ 急傾斜地崩壊対策 

急傾斜地崩壊危険箇所における公共性、緊急性が高い箇所については、急傾斜地法に基づく急傾

斜地崩壊危険区域を指定し、斜面の崩壊を防止するため、急傾斜地崩壊対策工事を実施します。 

 

 本県の急傾斜地崩壊対策は、昭和42年度から着手し、急傾斜地法が施行された昭和44年度から本

格的になりました。 

 

 

 がけ崩れ（急傾斜地の崩壊）：地面にしみ込んだ水分 

が土の抵抗力を弱め、 

弱くなった斜面が突然 

崩れ落ちる現象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒川地区（北九州市門司区）における急傾斜地崩壊対策事業  

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

着手前                      対策後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136



（２）ソフト対策事業 

【土砂災害防止法】 

土砂災害防止法とは、土砂災

害から国民の生命及び身体を保

護するため、土砂災害のおそれ

がある土地の区域（土砂災害警

戒区域等）を明らかにし、当該

区域における警戒避難体制の整

備、住宅地等の新規開発の抑制、

建築物の構造規制等の対策（ソ

フト対策）を推進するものです。 
本県では、土砂災害防止法に

基づき、土砂災害警戒区域及び

土砂災害特別警戒区域の指定を

進めており、平成 30 年度末に

おける区域指定数は、土砂災害

警戒区域が 17,670 区域（土石

流 5,185、急傾斜地の崩壊 12,278、地滑り 207）、土砂災害特別警戒区域が 16,109（土石流 4,676、急傾斜地

の崩壊11,433）となっています。 
土砂災害特別警戒区域等の指定状況は、福岡県砂防課のホームページで確認できます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
【土砂災害警戒情報】 

  土砂災害警戒情報とは、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況となったとき

に、福岡県砂防課と福岡管区気象台が共同して市町村単位で発表するものです。市町村の防災活動や避

難勧告等の判断を支援し、住民の自主避難の判断にも利用できる情報です。福岡県砂防課のホームペー

ジの他、テレビ・ラジオ等で確認できます。 
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【土砂災害危険度情報】 
土砂災害危険度情報とは土砂災害警戒情報を補足する情報であり、気象庁にて判定される指標雨量（土壌雨

量指数と時間雨量）をもとに土砂災害の危険性を３段階で表したものです。本県では地図上に 1km メッシュ

で危険度を表示し、情報提供を行っています。 
土砂災害危険度情報は、どこで危険度が高まっているかを土砂災害警戒情報より細かく把握することができ

るため、避難の準備や避難開始の判断等に有効です。 
「土砂災害警戒情報」及び「土砂災害危険度情報」は福岡県砂防課のホームページで確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【土砂災害危険度情報配信システム整備事業】 

 

 

 

 

上記の土砂災害警戒情報及び土砂災害危険度情報を「防災メール・

まもるくん」を活用し、登録者に自動で情報提供を行っています。こ

れにより、土砂災害に対する危険性をリアルタイムに把握でき、速や

かな避難行動を支援することができます。 

 

←「土砂災害危険度情報」配信例 

 

 

【土砂災害監視通報システム整備事業】 

 

 

平成29年7月九州北部豪雨の被災地

（朝倉市･東峰村）において、再度災害

防止のため、不安定土砂が多く堆積し

ている渓流に、土石流の発生を感知す

るワイヤセンサを設置しています。 

ワイヤセンサが切れると「防災メー

ル・まもるくん」を通じて、市町村や

住民に自動で情報提供を行います。 

これにより、市町村が行う避難指示

等の発令判断や住民の速やかな避難行

動を支援することができます。 

 

 

福岡県砂防課ホームページURL  http://www.sabo.pref.fukuoka.lg.jp

件名:土砂災害危険度情報 

送信日時: 2018/07/06 午後2:21 

差出人:info@bousaimobile.pref 

.fukuoka.lg.jp 

宛先:･･･@… 

 

○○市○○の土砂災害危険度が

XX時XX分に「非常に危険」に

なりました。 

（詳細はこちら） 

（詳細はこちら） 

（詳細はこちら） 

「２時間後」までに「非常に危険」になるメッシュがある市町村

では土砂災害警戒情報が発表される要件となります。 

「実況」で「非常に危険」になったメッシュはいつ土砂災害が発

生してもおかしくない状況です。 

早めの避難行動を心がけましょう。 
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９ 水資源の開発と保全 
水の安定的な確保のため、小石原川ダムなどの水資源開発に取り組むとともに、水の効率的

利用を促進します。併せて、ダム建設により影響を受ける地域住民の生活安定と福祉の向上を

図るため、水源地域の振興に取り組みます。 
 
（１）水資源開発の促進 
 

ア 福岡県の水資源開発の状況 

 

県内には、高い山が少なく、森林面積の割合も４４．６％で、全国平均６７．２％を下回

っています。 

また、人口集積が進み水需要の大半を占める福岡、北九州両都市圏域では山が浅く、大河

川が少ない状況にあることから、本県は人口集積に比較し、県域内で自ら供給する水資源に

乏しい県であります。 

そのため、本県は昭和５３年、平成６年、平成１４年など幾度となく渇水を経験してきま

した。 

このような中、本県では、年々増加する都市用水などの水需要に応じて、これまで、関係

機関の協力のもとに水資源の開発が図られ、筑後川水系の江川ダム、寺内ダム、筑後大堰や

県営の鳴淵ダム、福智山ダムなどの水資源開発施設が建設されてきました。 

現在までに完成したダム等の主な水資源開発施設は、５４施設（有効貯水容量約３億８千

４百万 ）に及び、平成１７年６月からは、福岡都市圏の水道用水として国内 大規模の海

水淡水化施設（日量 大５万 ）が供用を開始しています。 

現在、水道普及率の向上等により増加することが予想される水需要に対応し、より安定的

な水供給を目指すため、独立行政法人水資源機構による小石原川ダムの建設が進められてお

り、県営の五ケ山ダムと伊良原ダムにおいては、工事が完了し、ダムの安全性を確認するた

めの試験湛水が行われています。 
 

 

イ 筑後川水系における水資源開発基本計画（フルプラン） 

 

今後の水需要に対処し、安定的な水供給を図るためには、筑後川水系における水資源開発

の促進が必要です。 
筑後川水系における水資源開発基本計画（略称「フルプラン」）は、水資源開発促進法に基

づき昭和３９年１０月に水系指定を受け、昭和４１年２月に 初の計画が決定されました。 
その後、昭和５６年１月の第二次計画、平成元年１月の第三次計画で全部変更が行われ、

現在は、平成１７年４月に閣議決定された第四次計画に基づき施設の建設等が行われていま

す。 
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筑後川水系における水資源開発基本計画（フルプラン）の経緯 

年 月 内    容 

昭和３９年１０月 水系指定 

昭和４１年 ２月 計画決定（両筑平野用水） 

昭和４５年１２月 一部変更（寺内ダムの追加等） 

昭和４９年 ７月 一部変更（筑後大堰、福岡導水の追加） 

昭和５６年 １月 

全部変更（水需給計画の変更、寺内ダム、筑後大堰、福岡導水、

耳納山麓土地改良、筑後川下流土地改良、筑後川下

流用水、竜門ダム、猪牟田ダム、松原・下筌ダム再

開発、佐賀導水、城原川ダム） 

昭和５９年 ２月 一部変更（赤石川ダムの追加等） 

平成 元年 １月 

全部変更（水需給計画の変更、福岡導水、筑後川下流用水、大

山ダム、竜門ダム、猪牟田ダム、佐賀導水、城原川

ダム、耳納山麓土地改良、筑後川下流土地改良） 

平成 ５年 ９月 一部変更（小石原川ダムの追加等） 

平成１１年 １月 一部変更（福岡導水、大山ダムの変更等） 

平成１７年 ４月 

全部変更（水需給計画の変更、福岡導水、大山ダム、佐賀導水、

筑後川下流土地改良、小石原川ダム、両筑平野用水

二期事業） 

平成２５年 ２月 一部変更（両筑平野用水二期事業の変更） 

平成２７年１２月 一部変更（小石原川ダムの変更） 

平成３０年 ６月 一部変更（改築事業群の包括掲上） 

 

ウ 水資源開発事業の概要 

現在、建設が進められている主な水資源開発事業の概要は、次のとおりです。 
 

（ア）小石原川ダム 
既設江川ダムの上流に築造し、洪水調節、流水の正常な機能の維持、県南地域の水道用

水の確保及び異常渇水時の緊急水の補給を目的として建設するものです。平成４年度に実

施計画調査が採択され、平成１５年度には建設事業が採択されています。その後、平成 
２２年から「ダム事業の検証に係る検討」が行われていましたが、平成２４年１２月６日

に「継続」とする国土交通大臣の対応方針の決定がなされ、現在は、ダム本体建設工事、

導水施設（通称：木和田導水）建設工事及び付替道路工事等が行われています。 

事業主体 ダム名 河 川 名 目 的

ダ ム 諸 元 

型 式 
有効貯水容

量（千 m3）
実施年度 

独立行政法人 

水資源機構 
小石原川

筑後川水系

小石原川

Ｆ．Ｎ．

Ｗ．Ｕ
ロックフィル 39,100 

平成 4 年度 

～令和元年度（予定） 

Ｆ：洪水調節 Ｎ：不特定用水 Ｗ：水道用水 Ｕ：渇水対策  
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小石原川ダム位置図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：独立行政法人 水資源機構 

 
（イ）五ケ山ダム、伊良原ダム 

平成２９年度に工事が完了し、現在は、ダムの安全性を確認するための試験湛水が行わ

れています。 
 

事業主体 ダム名 

河 川 名 

目 的

ダ  ム  諸  元 

水系 河川 型 式 
有効貯水容

量（千 m3）
実施年度 

福岡県 五ケ山 那珂川 那珂川
Ｆ．Ｎ．

Ｗ．Ｕ
重力式コンクリート 39,700 

昭和 58 年度 

～平成 29 年度 

（試験湛水中） 

福岡県 伊良原 祓 川 祓 川
Ｆ．Ｎ．

Ｗ 
〃 27,500 

昭和 49 年度 

～平成 29 年度 

（試験湛水中） 

Ｆ：洪水調節 Ｎ：不特定用水 Ｗ：水道用水 Ｕ：渇水対策 

 

（２）水源地域対策の促進 

 

ア 水源地域対策の必要性 
 

ダム建設事業は、次の点で関係地域に与える影響が他の公共事業とは大きく異なります。 

① 広範な水没により、水没関係地域の集落、生活・産業基盤が消失し、水没する地域

の住民だけでなく残存する周辺地域住民に対しても大きな影響をもたらします。 

筑後川 

 寺内ダム 

 江川ダム 

 大山ダム 

 小石原川ダム

 松原ダム 

 下筌ダム
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② 多くは過疎化、高齢化の進む山間部であり、代替地の取得や就労の場の確保が困難

であること等から、生活再建に対する不安が大きくなります。 
③ ダム建設による治水、利水の受益が下流地域に限られる反面、水源地域は生活・産

業基盤が失われ、下流地域のために影響をうけているという意識が強くなります。 

このため、水没関係住民の生活再建、水源地域の生活・産業基盤等の整備、上下流

の相互理解を深めるための施策など水源地域に必要な対策を行う必要があります。 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

イ 水源地域対策特別措置法に基づく水源地域対策 

 
 水源地域対策特別措置法は、上記のような水源地域対策を行うことにより、ダム等の建

設を促進することを目的として、昭和４８年１０月に制定されました。その骨子となる事

項は、以下のとおりです。 

 
① ダム等の建設が水源地域に与える影響を緩和するために各種の事業を実施するこ

と。 

② ダム等の建設による水源地域と受益地域および利水事業者との利害の均衡を図る

こと。 
③ 水没関係住民の生活再建のための措置を講ずること。 

 
なお、同法の適用対象となるダムの水没規模は、水没住宅数が２０戸、又は水没農地面

積が２０ｈａ以上の新規ダムです。 

本県においては、同法第４条に規定される水源地域整備計画が策定され事業を実施中の

２ダムがあります。 
事業実施中のダム・・・五ケ山ダム、小石原川ダム 

 
ウ 公益財団法人筑後川水源地域対策基金 

 

筑後川水系及び関連河川における水資源開発に伴い必要となる水没関係住民の生活再建

対策と水没関係地域の振興を推進するため、昭和５７年７月に設立され、公益法人制度改

革により平成２５年４月１日に公益財団法人へ移行しました。 

○ 構成団体  福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、福岡市、北九州市 
○ 基本基金  約５億円（国庫補助１／２を得て、昭和５７年～５９年度で造成済み） 

 

ダ
ム
建
設
事
業

影
響
緩
和
の
た
め
の
施
策

　　　　　　　　　　水源地域対策特別措置法に基づく対策ハード事業

　　　　　　　　　　基金による対策ソフト事業

・水源地域整備計画の策定、実施

・生活再建対策事業
・上下流交流事業

大きな影響

　水没により、
　集落や生活・
　産業基盤消失
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エ 公益財団法人福岡県水源の森基金（水源地域振興班） 
 

当財団の前身である財団法人福岡県水源地域振興基金は、福岡県内の水資源開発に伴い

必要となる水源地域の振興や水没関係住民の生活再建対策等に寄与する事業を行うことを

目的として平成７年３月に設立されましたが、平成１６年４月１日に財団法人福岡県水源

の森基金に統合され、また公益法人制度改革により平成２３年５月２日に公益財団法人福

岡県水源の森基金となり、事業及び財産を引き継いでいます。 

 
＜公益財団法人福岡県水源の森基金の構成団体等＞ 
○ 主な構成団体  福岡県、北九州市、福岡市 
○ 基本財産    約１１億円 

 
（３）多様な水資源開発等 

 

ア 広域的水利用の促進 

 
本県は人口集積に比較し、県域内で自ら供給する水資源に乏しい県であり、限られた地

域での需給バランスがとれるような水資源開発は困難な状況になってきています。また、

受益地域近郊では、地形・地質的にダム適地に乏しく、遠隔地での水資源開発に頼らざる

を得ない状況にあります。 
このため、広域導水などの広域的水利用の取組みを進めています。 

 

イ 雨水・再生水利用の促進 

 
雨水・再生水（雑用水）は、水の有効利用の観点からも推進する必要があります。 

本県では、県営の公共施設等で雨水・再生水の利用推進を図るとともに、雨水の利用につ

いて普及・啓発を行っています。これまで、情報発信力のある拠点に雨水タンクや集水ネ

ットを設置してきました。花壇や農作業に雨水を利用してもらうことにより、水資源の有

効活用に対する県民の意識向上を図っています。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雨水タンクの設置状況 
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ウ 地下水の適正利用 

 
地下水は、一般に水質が良好で水温が一定しており、簡単な施設を造るだけで容易に利

用できるところから、従来から水道用水及び工業用水としても利用されてきました。 

一方で、地下水の利用は、地域特性に配慮しつつ、地盤沈下や著しい水位低下を生じな

い範囲での適正利用に努める必要があります。 

有明海に面する筑後平野南部地域では、昭和５０年代より地盤沈下による被害が生じて

おり、これに対応するため国は「筑後・佐賀平野地盤沈下防止等対策要綱」を制定し、地

下水採取量、地下水位、地盤沈下量の状況を調査し、解析を行っています。これに伴い、

本県は国土交通省より委託を受けて昭和５９年度から地下水採取量等の取りまとめを行っ

ています。 
 

エ 「水の日」及び「水の週間」の行事の実施 

 
国では、毎年８月１日を「水の日」、この日を初日とする一週間を「水の週間」と定めて

おり、全国的に水資源の有限性、水の貴重さ及び水資源開発の重要性について、国民の関

心を高め、理解を深めるため、国土交通省をはじめ水に関する省庁と地方公共団体及び関

係民間団体の緊密な協力の下に各種行事が実施されています。 
本県でも水の有効利用、節水等に対する県民の認識を深めてもらうため、次のような行事

を実施しています。 
 

① ポスター及び懸垂幕の掲示 
② 啓発物品の配布 
③ 県広報誌等による広報 
④ 中学生を対象にした水の作文コンクール 

 

「水の日」「水の週間」キャンペーンの様子 
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オ 危機管理対策 
 

災害に強く水に不安のない福岡県を実現するため、北九州市と福岡都市圏を結ぶ水道用

水の緊急時用連絡管として、北部福岡緊急連絡管が平成２３年３月に完成しました。 
地震のような自然災害、あるいは施設事故やテロなどの緊急事態に対する危機管理対策

として、緊急時に水道用水を相互に融通することで基本的なライフラインを確保します。 
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１０ 水道の整備 

（１）業務の概要 
水の有効利用や水道施設の効率的利用、水道事業経営の効率化を図るため、次に示すような業務を

通じて、広域的・計画的な水道整備を促進しています。 

 

  ア 知事権限に係る水道（用水供給）の事業認可関係及び監督（平成３１年４月１日時点） 

    ・水道用水供給事業  ３事業体（１市、２企業団） 

    ・水道事業     ２８事業体（７市、２０町、１企業団、３１事業） 

    ・簡易水道事業   １２事業体（５市、４町、２村、１事務組合、２０事業） 

   （参考）  

     厚生労働大臣権限に係る水道（用水供給）の事業認可関係及び監督（平成３１年４月１日時点） 

・ 水道用水供給事業  ３事業体（３企業団） 

・ 水道事業     １９事業体（１５市、１町、２企業団、１事務組合、１９事業） 

専用水道及び簡易専用水道に関しては、市と県保健福祉（環境）事務所が担当。 

 

イ 国庫補助事業等 

  簡易水道等施設整備費、生活基盤施設耐震化等交付金 

令和元年度補助金予定：    ２５百万円（１事業体、１事業、内示額） 

令和元年度交付金予定： ２，７６９百万円（１８事業体、３２事業、内示額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 水質管理等に関する指導 

 安全な水道水を供給するため、５１項目の水道水質基準が定められています。 

県では、適正かつ計画的な水質検査の実施や水道施設の適切な維持管理が行われるよう、水道事

業者等に対して、定期的な立入検査を実施するなど安全な水道水の供給を推進しています。 

 

厚生労働大臣 福岡県知事 
○事業認可、監督 
・給水人口5万人を超える水道事業 
・1日 大給水量2万5千ｍ3を超える水道
用水供給事業 

○補助事業 
 ・国庫補助事業に係る審査、補助金交付 

○事業認可、監督 
・給水人口5万人以下の水道事業 
・1日 大給水量2万5千ｍ3以下の水道用水供給事業 

○補助事業 
・国庫補助事業に係る事前審査、とりまとめ 
・県費補助事業に係る審査、補助金交付 

提出

交付決定

○上水道事業 
給水人口5001人以上 

 
○事業主体 
各市町村等（公営企業） 

 
○目的 

一般の需要に応じた 
水の供給事業 

○簡易水道事業 
給水人口101人以上 

5千人以下 
 
○事業主体 
各市町村等 

 
○目的 
一般の需要に応じた 
水の供給事業 

○専用水道 
・ 寄宿舎、社宅、療養所 
等の自家用水道で居住 
者が100人を超え又は 
1日 大給水量が20ｍ3 
を超えるもの 

・ 水道事業体から供給を 
受ける水のみを水源と 
し、受水槽の有効容量 
が100ｍ3、又は、口径 
25㎜以上の導管が1,500 
ｍを超えるもの 

・設置者は、布設工事に 
着手する前に確認申請 
が必要 

○簡易専用水道 
・ビル等に設置された
水道事業者から供給
される水を受水する
ための水槽の有効容
量が10ｍ3を超える
もの 

・設置者は、給水開始
前に設置届出が必要

○水道用水供給事業（企業団等）
 
○事業主体 
参画市町村により構成された
企業団、一部事務組合等 

○目的 
各水道事業者への水道
用水の供給事業 

事
業
認
可
申
請

認
可

交
付
決
定
通
知

事
業
認
可
申
請

認
可

布
設
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認
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知
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エ 地震等の緊急時への対応 

今日、水道は県民生活や社会経済活動を支える基盤として必要不可欠なものとなっています。 
地震をはじめとする緊急時への対応策として施設の耐震化や各水道事業者間の連絡管などの施

設整備と、より広域的なライフライン機能の強化や協力体制の構築が必要です。 

福岡地域においては、平成１７年３月に福岡県西方沖を震源とする震度６弱の地震が発生しまし

た。このため、地震などの緊急時に対する危機管理対策として、北九州市と福岡都市圏を連絡管で

結び、緊急時に一日 大５０，０００ の水道用水の相互融通を行う「北部福岡緊急連絡管」を整

備したところです。 

 

  オ 水道の広域連携の推進 

    人口減少に伴う水の需要の減少、水道施設の老朽化、深刻化する人材不足等の水道の直面する課

題に対応するには、水道の基盤の強化を図る必要があり、水道の広域連携は、基盤強化の有効な方

策の一つとされています。 

    平成３１年３月に策定した「福岡県水道ビジョン」において、県は、広域連携について、助言、

支援や調整を積極的に行うことにより主導的な役割を果たし、水道の広域連携を推進していくこと

としています。 

 

カ 水道施設の広域的整備 

水道の広域化とは、水道事業の効率的経営や適正管理、合理化を図るため、市町村の行政区域を

越えた水道施設の整備や経営主体の統合等を行うことをいいます。 

この広域化により水資源の確保やその有効利用、経営の効率化が図られ、安全な水の安定的な供

給に資するものと考えています。 

本県では、福岡地域、筑後地域、田川地域、京築地域の地域ごとに策定した「広域的水道整備計

画」に基づく水道整備を行うこととしており、関係水道企業団や市町村と協議しながら、水道用水

供給事業を行う水道企業団等を核とした水道の広域化を推進しています。 

現在、行政区域を越えて広域的に水道事業を行っている事業体は、水道企業団等による水道用水

供給事業が６事業体、上水道事業が５事業体となっており、県内水道事業の全体給水量の約２割が

水道用水供給事業者からの用水供給により給水されています。 

 

○ 広域的に水道（用水供給）事業を実施している事業体  （平成３１年４月１日時点） 

事業主体名 
設 立 

年月日 

計画一日 

最大給水量 

  (m3) 

給水市町村等 

(給水開始前を含む) 

用 
 

水 
 

供 
 

給 

山神水道 

企 業 団 
昭46.4.1 23,200 

筑紫野市、太宰府市、 

三井水道企業団 

福岡県南広域 

水道企業団 
昭46.10.30 186,700 大牟田市、他7市3町1企業団 

福岡地区 

水道企業団 
昭48.6.1 268,100 

福岡市、他5市6町1企業団 

1事務組合 

田川広域 

水道企業団 
平1.9.29 25,700 田川市、他3町 

京築地区 

水道企業団 
平2.9.20 19,000 行橋市、他1市5町 

北九州市 
平18.10.12 

（認可の日）
23,000 

古賀市、新宮町、岡垣町、 

香春町、宗像地区事務組合 

上 

水
道

三井水道 

企 業 団 
昭52.4.1 25,100 久留米市、小郡市、大刀洗町 
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春日那珂川 

水道企業団 
昭52.10.1 41,800 春日市、那珂川市 

宗像地区 

事務組合 

平21.12.10 

（認可の日) 
51,100 宗像市、福津市 

北九州市 明40.12.20 515,100 北九州市、芦屋町、水巻町 

中間市 昭46.5.1 32,600 中間市、遠賀町 

田川広域 

水道企業団 

平31.3.29 

（認可の日) 

田川市：23,900

糸田町： 3,820

川崎町： 9,600

福智町：11,500 

田川市、糸田町、川崎町、福智町 

 
（２）福岡県の水道の現状 

ア 水道の普及状況 

本県の水道普及率は、平成３０年３月末時点、給水人口４，８１８千人で、総人口５，１００千

人に対し９４．５％となっています。 

水道圏域別では、福岡圏域と北九州圏域がいずれも９６．４％と も普及率が高く、次いで筑豊

圏域が９５．７％であり、比較的地下水に恵まれた地域を抱える筑後圏域が８５．９％となってい

ます。 

また水道の種類別毎の給水人口は、上水道４，７５１千人、簡易水道２１千人、専用水道４６千

人となっており、水道未普及人口は２８１千人という状況にあります。 

 

○ 現在給水人口と普及率  （平成３０年３月末時点） 

圏 域  
総 人 口 

（人） 

   現  在  給  水  人  口     (人) 圏 域 別 

普 及 率   上水道 簡易水道 専用水道 

福 岡 2,550,368 2,457,305 2,437,663 1,626 18,016 96.4% 

北九州 1,260,916 1,214,939 1,206,467 5,401 3,071 96.4% 

筑 後 882,191 757,475 729,406 8,395 19,674 85.9% 

筑 豊 406,129 388,476 377,333 6,014 5,129 95.7% 

県 計 5,099,604 4,818,195 4,750,869 21,436 45,890 94.5% 

  ※ 専用水道については、自己水源によるもののみを計上 

 

○ 水道普及率の推移 （福岡県、全国） 

 

福岡県, 94.5%

80%

85%

90%

95%

100%

昭和60 平成7 23 24 25 26 27 28 29

全国,98.0%
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イ 水道の給水状況 

平成２９年度における県内の年間給水量は４８８，６７１千ｍ3 であり、そのうち上水道による

給水が４８６，２４１千ｍ3（９９．５％）と、その大部分を占めています。 

また、一人一日平均給水量は２８１㍑となっており、全国の平均値３３０㍑（平成２８年度）と

比べると低い水量となっています。 

 

○ 圏域別、年間・平均給水量等 （上水道、簡易水道、平成２９年度）  

圏  域 
年間給水量 

   （千m3） 

一日平均給水量 

    （m3） 

一人一日 

平均給水量 

   （㍑） 

福  岡 230,468 631,912 259

北 九 州 135,429 371,038 306

筑  後 75,013 205,515 279

筑  豊 47,581 130,359 340

県  計 488,671 1,338,824 281

全  国（Ｈ２８） － － 330

 

端数処理：小数点第１位を四捨五入 

○ 一日平均給水量：年間給水量 ÷ ３６５日（１年） 

○ 一人一日平均給水量：一日平均給水量 ÷ 現在給水人口 
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大
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水
巻
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中間市

北九州市

苅田町

行橋市

築上町
赤村

みやこ町

豊前市

吉
富
町

上毛町

筑紫野市

福岡地区広域圏

北九州地区広域圏

筑豊地区広域圏

筑後地区広域圏

筑豊圏域 

福岡圏域 
北九州圏域 

水道圏域区分図 

筑後圏域 

那珂川市 
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１１ 下水道の整備（参考資料：建築都市部所管事業） 

（１）流域下水道とは 

   流域下水道とは、特に水質保全が必要である水域を対象として、２以上の市町村の区域 
から発生する下水を排除し終末処理場を有するもの又は雨水のみを排除し流量を調整する 
施設を有するものをいいます。幹線管渠、ポンプ場、処理場及び雨水調整池などの建設及 
び管理は、原則として県が行います。処理区域内の下水は、それぞれの市町村が整備する 
公共下水道（流域関連公共下水道）によって集められ、流域下水道の幹線管渠に接続し  

処理場で浄化します。 
 

 

 流域下水道の概要図 

 

 

（２）福岡県の流域下水道 

   福岡県で実施している流域下水道は、御笠川那珂川、多々良川、宝満川、宝満川上流、 

筑後川中流右岸、遠賀川下流、矢部川及び遠賀川中流の８箇所です。 
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　福岡県流域下水道の事業概要
（平成31年2月末　時点）

御笠川那珂川 多々良川 宝 満 川 宝満川上流 筑後川中流右岸 遠賀川下流 矢 部 川

多々良川 宝 満 川 宝満川上流 筑後川中流右岸 遠賀川下流 矢 部 川

S.46 S.60 S.59 H.5 H.6 H.7 H.9 H.11

S.50 H.6 S.63 (H.10) (H.15) H.15 H.18 H18

全 計画面積 (ha) 9,701 4,667 1,065 1,948 2,562 3,441 2,795 2,900

体 計画人口 (千人) 676.1 198.5 49.3 51.9 62.1 83.2 72.6 65.5

計 計画処理能力 （m3/日) 267,400 67,500 26,810 22,800 27,000 35,000 34,000 28,700

画 管渠延長 (km) 29.3 31.7 9.7 32.5 30.8 19.1 28.8 33.1

29 処理面積 (ha) 8,962 3,437 947 953 1,642 1,844 1,249 618

年 処理人口 (千人) 690.0 186.6 53.0 37.1 57.9 80.3 39.1 19.8

度 処理水量 （m3/日) 192,853 44,194 23,114 － 15,578 17,026 9,779 3,823

末 管渠延長 (km) 29.3 31.7 7.3 23.6 30.8 19.1 28.8 29.1

(５市１町) ( ６ 町 ) ( ２ 市 ) (２市２町) (２市１町) (１市３町) (３市１町) (２市１町)

福 岡 市 宇 美 町 小 郡 市 筑紫野市 小 郡 市 中 間 市 八 女 市 直 方 市

筑紫野市 篠 栗 町 筑紫野市 太宰府市 朝 倉 市 水 巻 町 筑 後 市 宮 若 市

春 日 市 志 免 町 筑 前 町 大刀洗町 遠 賀 町 み や ま 市 小 竹 町

大野城市 須 恵 町 基 山 町 鞍 手 町 広 川 町

太宰府市 久 山 町
（佐賀県）

那珂川市 粕 屋 町

※

※ 宝満川上流流域下水道については、平成１０年４月１日より宝満川浄化センターにて処理している。

※ 宝満川流域下水道の処理水量には、宝満川上流流域下水道の処理水を含んでいる。

　福岡県流域下水道概要図

着手（当初事業認可）年度

処 理 開 始 年 度

関 連 市 町 名

全体計画の計画処理水量は日最大汚水量、平成２９年度末処理水量については日平均流入水量である。

箇 所 名 遠賀川中流

処 理 区 名 御　　笠　　川 遠賀川中流
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